
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１１月２６日 文責：岡田 
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第 73回人権週間 12月 4日（土）～12月 10日（金） 
 

  １９４８年１２月１０日、国際連合は「世界人権宣言」を

採択し、のちにこの日を「人権デー」と定めました。そし

て日本では、毎年12月4日～10日を「人権週間」と

定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重

思想の更なる普及高揚を図る取組を行ってきました。 

  毎年発表される人権週間のポスターですが、今年も

昨年と同じく「誰かのことじゃない」という人権啓発キャ

ッチコピーが使われています。人権を考える…それは想

像力を働かせて自分とは異なる人の立場になってみる

ことだといわれます。自分や家族などの大切な人と同じ

ように、すべての人に人権があるということへの理解を

深め、お互いに相手の立場を尊重し、自分のこととして

捉えながら考えていくことが大切なのではないでしょう

か。人権問題は、決して「誰か」の問題ではないという気

持ちを持ち続けていたいものです。生徒のみなさんが人

権の学習の中で学んでいることは、まさに誰かのことで

はありません。机上の学びに終わらすことなく、行動へと

つながる学びであることを望みます。 

朝日中高生新聞 西川運輸株式会社様より 
ご寄贈いただいています！ 

 生徒のみなさん、図書館では新聞を読む 

ことができますが、知っていますか。図書館 

入り口前の壁には右の写真のように新聞が 

あり、いつでもだれでも読むことができます。 

また図書館に入ったすぐ正面には新聞コ 

ーナーが配置されており、「朝日中高生新聞」などを手に取ることがで

きます。新聞はぜひ毎日発行される情報豊かなもので、社会の動きを知

る上では非常に有意義なものです。活用してくださいね。 

  そしてこの中にある「朝日中高生新聞」はここ数年、天神2丁目の西

川運輸株式会社様より寄贈いただいています。朝日中高生新聞は、ニュ

ースがわかるだけでなく、学習のコーナーや将来の進路選択への情報

も豊富にあります。ぜひ読んでみてください。西川運輸株式会社様、本

当にありがとうございます。 

 


